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令和 7年第 4回名取市教育委員会定例会 会議録 

 

1 会議の年月日 

   令和 7年 4月 23日(水) 

 

2 会議の場所 

仙台法務局名取出張所 2階 会議室 4 

 

3 出席委員 

   教育長 瀧澤 信雄 

   教育長職務代行委員 荒井 龍弥 

   教育委員 洞口 ひろみ 

   教育委員 長澤 裕司 

   教育委員 布田 久美子 

 

4 欠席委員 

   なし 

 

5 傍聴者 

  市民 0名 

 

6 説明のために出席した者 

   山家教育部長、髙橋理事兼学校教育課長事務取扱、千葉教育総務課長、佐々木生涯学習課

長、堀籠文化・スポーツ課長、林市史編さん室長、郷内教育部企画員兼教育総務課長補佐、

佐々木教育総務課教育総務係長 

 

7 議事日程 

   日程第 1 前回会議録の承認 

   日程第 2 会議録署名委員の指名 

日程第 3 教育長報告 

(1) 一般事務報告 

(2) 行事予定 

   日程第 4 専決事務報告 

(1) 名取市屋外体育施設管理要綱の一部を改正する告示の制定について 

(2) 名取市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則の制定について 

(3) 名取市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令の制定について 

(4) 名取市生涯学習振興計画策定検討委員会設置要綱の一部を改正する告示の 

制定について 
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(5) 名取市いじめ防止対策調査委員会委員の人事について 

 

   日程第 5 議 事 

議案第 12号 名取市立小学校、中学校及び義務教育学校学校評議員の人事について 

議案第 13号 名取市学校運営協議会委員の人事について 

 

8 開会時刻 

  午後 3時 00分 

 

9 会議の概要 

 

瀧澤教育長 

ただいまより、令和 7年第 4回名取市教育委員会定例会を開催いたします。 

日程第 1、前回会議録の承認についてですが、前回 3月 18日開催の第 3回定例会会議録に

ついては、先日各委員あて配付済みであります。 

この内容について、ご質疑等はないでしょうか。 

 

 全委員 

   なし 

 

瀧澤教育長 

なければ、会議録については承認といたします。 

次に日程第 2、会議録署名委員に、荒井委員、並びに長澤委員を指名いたします。よろしく

お願いいたします。 

次に日程第 3、教育長報告（1）一般事務報告、行事報告です。 

私からは 1点、いじめ防止対策調査委員会について報告をさせていただきます。 

いじめ防止対策調査委員会については、委員を入れ替えまして、先日、4月 19日土曜日に

5回目の委員会を開催しております。 

内容といたしましては、当該生徒が、中学 3 年生の時の同級生の生徒からの聞き取りでし

た。5人の聞き取りを予定しておりましたけれども、当日は 1人が欠席をし、4人から聞き取

りをしております。 

次回は、5月 31日の土曜日、10時から予定しており、母親並びに代理人弁護士からの聞き

取りを予定しております。その後概ね月に 1 回のペースで委員会を開催する予定で、今後の

進め方の検討、関係する先生方等からの聞き取りなども順次行っていく予定です。私からは

以上です。 

次に教育部長からお願いします。 
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山家教育部長 

それでは議案書 1ページから 3ページになります。 

私からは特にございませんので各課から報告をさせていただきます。 

 

瀧澤教育長 

教育総務課お願いします。 

 

千葉教育総務課長 

   教育総務課から 1点ご説明いたします。2ページの 26番のスクールバス運行業務事業者説

明会になります。運行事業者 2社に安全運行の徹底を図るため、説明会を開催いたしました。 

今年度は 4 月 8 日から運行開始しておりますが、8 日、9 日、10 日の 3 日間、課の職員にて

出発時の立会いを行っております。以上になります。 

 

 瀧澤教育長 

   学校教育課お願いします。 

  

髙橋理事兼学校教育課長事務取扱 

1ページ 17番、3月 30日、いじめ防止対策調査委員会を行いました。この日は市役所 3階、

議会棟委員会室において、生徒及び保護者からの聞き取りを行いました。 

22番、4月 2日、市内市立学校教職員服務宣誓式を行いました。他市町村からの転入者 61

名が出席いたしました。 

2ページです。30番、4月 8日、すべての市立学校で始業式、小学校では入学式を実施し，

新年度が始まりました。入学式に出席していただきました教育委員の皆様、ありがとうござ

いました。 

32番、4月 9日、中学校と義務教育学校で入学式を実施いたしました。 

44番、4月 17日、昨年度、全ての市立学校に導入した校務支援システムについて、今年度

転入した職員を対象に、Zoomにて研修会を行いました。 

そして 45 番、4 月 19 日、いじめ防止対策調査委員会を実施しました。この日も生徒及び

保護者からの聞き取りを行いました。 

学校教育課からは以上です。 

 

瀧澤教育長 

生涯学習課お願いします。 

   

佐々木生涯学習課長 

1ページ6番、3月24日、第3回生涯学習推進本部会議を行っています。 

8番、3月25日、子ども読書活動推進協議会を行っております。 

15番、3月28日、公民館を考えるつどいを行っております。 
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それから38番、4月11日、地域学校協働活動地域コーディネーター委嘱状交付式を行って

おります。 

41番、4月14日、公民館長会議を行っております。 

生涯学習課からは以上です。 

 

瀧澤教育長 

文化・スポーツ課お願いします。 

 

堀籠文化・スポーツ課長 

文化スポーツ課の担当の行事につきましては、主なものを 3つご報告いたします。 

先ず初めに、1 ページ、13 番の第６回史跡雷神山古墳保存活用計画策定委員会についてで

す。令和 7年 3月 26日に、歴史民俗資料館において、今後の史跡雷神山古墳の保存・活用の

基本的な考え方や方向性のほか、保存管理や、活用、整備、体制整備に関する具体的な施策

などについて協議をいたしました。なお、計画策定につきましては、令和 6 年度予算を繰越

しまして、令和 7年 9月に完成する予定となっております。 

続きまして、2ページになります。27番の春の雷神山古墳イベントについてです。4月 5日

に雷神山古墳で開催いたしました。当日は、歴史民俗資料館のボランティアによる「まが玉

づくり体験」や「はに輪投げ」のほか今年度新たに「クイズラリー」を実施しました。また、

当日は「雷神山古墳マルシェ」も同時開催されまして、ハンドメイドショップやキッチンカー

での物販も行われたところです。桜についてはまだ咲き始めの状態だったのですが、穏やか

な天気に恵まれたこともありまして、昨年度より 50 名程度多い 830 名の方にご来場いただ

き、事故等も無く無事に開催することができました。 

最後に 40番の「名取市スポーツ推進委員委嘱状交付式と同委員連絡協議会の令和７年度定

例総会」についてです。こちらにつきましては、4月 12日に教育委員会会議室で開催されま

して、定例総会の前に令和 7 年 3 月末の任期満了に伴いまして、新たに名取市スポーツ推進

委員となった 28名の方の委嘱状の交付式を行いました。定例総会では事業・収支報告のほか、

役員改選も行われたところです。 

文化・スポーツ課からの報告は以上です。 

 

瀧澤教育長 

市史編さん室お願いします。 

  

林市史編さん室長 

  市史編さん室から、１つご説明いたします。 

2 ページの 39 番、「市指定文化財 笠島廃寺跡発掘調査現地説明会」についてでございま

す。当日、発掘にあたり主任となられた藤澤敦先生から説明をいただきました。市内外から

80名の方々が参加されまして、活発な質疑も交わされたものです。中には福島県や岩手県な

ど遠方からお越しいただいた方もおりまして、本遺跡への関心の高さを伺い知ることができ
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ました。なお、当日の配付資料を配布しております。 

発掘の成果の概況といたしまして簡単にご説明したいと思います。 

皆さんのお手元の A4のもの 1枚と A3のもの 1枚となっております。A3のもの 1枚は現地

説明会で参加者に配付したものになります。簡単に説明しますと右側の 1 番、笠島廃寺跡に

つきましては、場所は 26年、7年の調査におきまして、塔、金堂、講堂、中門といった伽藍

配置を持つと想定されまして、多賀城廃寺の伽藍配置と同類のものとみなされまして、国の

出先である機関との可能性が認められております。笠島廃寺につきましては、その後発掘な

どが行われませんでしたので、どういった性格かなど分からない状況にありましたので、今

回の市史編の編さんにあたり改めて調査を行ったものであります。 

2番の令和 5・6年度発掘調査の結果でございます。 

一番下の令和 6 年度調査でございます。令和 5 年度の第 1 次調査で確認できた柱穴を中心

に調査区を設定。戦後、部分的な調査で考えられていた多賀城廃寺と同じ伽藍配置と大きく

異なることが分かりました。掘立てと考えられる柱ですが、柱列が東西と南北に延びること

を確認し、塔跡とされている基壇状遺構を囲うような形状であると想定されるとしておりま

す。皆さんの A4の図面を見ていただきますと、紫でなぞった部分につきましては、第 1次調

査で発掘した部分になります。ピンク色の部分が第 2次調査で発掘した部分になります。 

A3の資料に戻っていただき、左側の写真の部分、右上に令和 6年度調査区全景としていま

す。こちらの形が A4ピンク色の図面と一致するものとなっています。右上全景のさらに下に

なります柱検出状況といたしまして、四角く削られた跡の真ん中、さらに丸い柱が立ってお

りました。こちらが掘立柱となっております。 

A4に戻っていただき、A4の調査区域図の右側に⑧-1、⑧-2、⑨とございます。これが先程

申し上げました塔跡とされている基壇状遺構となります。ピンク色の柱の跡があったと思わ

れる丸い穴、こちらがずっと東側に繋がっておりまして、基壇状の⑧⑧-2、9を囲むような形

で掘立柱が立っていた。この間に塀がずっと立っていたのではないか、そういった推定となっ

ています。そのような規模の史跡寺院になることから、当時の地域の有力な方によって造ら

れたのではないかという推測となっております。 

平安時代の史跡の寺院というのは宮城県内でもなかなか例がございませんので、そういっ

た意味ではなかなか珍しい遺構とされているものでございます。 

今後本成果について、引き続き原始・古代部会において考察がなされるものです。 

以上でございます。 

 

瀧澤教育長 

ありがとうございました。 

先ず今詳しく説明があった笠島廃寺跡の発掘調査について、何か質問等はございませんか。 

 

荒井教育長職務代行委員 

  私的な寺院というのは、平安時代にあちこちに造られたものなのですか。 
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林市史編さん室長 

私はあまり詳しくありませんが、奈良時代だと国の出先によるお寺が結構あったらしく、

時代が下って平安になると私的な寺院というのが出来始めたという話でございます。ただそ

の私的な寺院というものは宮城県内でもあまり例がなく、そういった意味で今回の遺構とし

てはちょっと珍しいのではないかといった判断が出ているものでございます。 

 

瀧澤教育長 

あと何かございますか。 

布田委員。 

 

布田委員 

今年度も何か調査をするのですか 

 

林市史編さん室長 

柱跡、塀の跡は見つかりましたが、その本体そのものが見つかってない状況にありますの

で、今後そのあたりのことも、本来であれば調査ができればと考えているのですが、1つは市

史編さん事業としてはタイムスケジュール的に厳しいということもあるので、文化財の方で

こちらに手をかけられるかどうかということは今後の課題、整理すべき事項になっておりま

す。 

 

瀧澤教育長 

この A4 の図面でいうと右側の遺跡と左側の遺跡、間が結構林になっています。そのため、

この全体を発掘するとなると、この樹木の伐採なども考えるとかなり大がかりになるので、

市史編さん室の発掘調査としては一応今回で終了ということです。 

名取市として、もう少し全体像をつかめるような発掘とか調査を行うかどうかというのは

今未定ですが、もう少し調べれば明らかになってくることもあるかもしれません。現時点で

は未定ということです。 

ほかに何かございますか。 

それでは教育長報告全体を通して何かご質疑等があればお願いいたします。 

  荒井委員。 

 

荒井教育長職務代行委員 

38 番の地域学校協働活動地域コーディネーターですが、今年度は全ての学校でコーディ

ネーターを任命することになったのでしょうか。 

 

瀧澤教育長 

地域学校協働活動については、名取で始めてもう 7 年になりますが、最初は 3 年計画で本

部をつくっていきました。その後全部の学校に本部ができてから今年が 4 年目になります。
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集まっていただいた地域コーディネーターは各学校に、学校によっては 2、3人のところから

5、6 人の方がいらっしゃるところもありますが、一応全部の 15 の学校区全てに本部が置か

れているという状況で、各学校区ごとに工夫した活動に取り組んで頂いています。 

 

荒井教育長職務代行委員 

分かりました。ありがとうございました。 

 

瀧澤教育長 

ほか何かないでしょうか。それでは、なければ承認といたします。 

次に（2）、行事予定について説明をお願いします。 

教育部長お願いします。 

 

山家教育部長 

それでは資料は 4ページ 5ページになります。 

私からは特にございませんが、次回の定例会等の日程につきましては後ほど協議の際にお

願いいたします。あとは各課から報告させていただきます。 

 

瀧澤教育長 

教育総務課お願いします。 

 

千葉教育総務課長 

特にございません。 

 

瀧澤教育長 

学校教育課お願いします。 

 

髙橋理事兼学校教育課長事務取扱 

はじめに挿入をお願いしたいと思います。 

5月 9日金曜日、そして 5月 23日金曜日、この 2日間で仙台教育事務所の所長の学校訪問

が予定されております。この 2 日間で市内のすべての学校に教育事務所の所長、総括、教育

学事班長が訪問し、教育委員会からは、教育長、私と指導主事が同行いたします。 

それではこれからご説明をいたします。 

6番、5月 1日、この日、1年目の初任者及び希望する転入者を対象に、市内の史跡めぐり

を行う予定でございます。 

17番、5月 21日、市校長会の５月定例会が行われます。会場を給食センターとし、施設概

要を所長に説明してもらうとともに、施設の見学コースを実際に見ていただく予定です。 

5ページをお開きください。 

30番、5月 31日、いじめ防止対策調査委員会を実施いたします。 
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この日は、当該生徒の母親及び代理人弁護士からの聞き取りを予定しております。 

そして 31 番、5 月 31 日から 6 月 1 日までの予定で、仙南ブロック中総体が行われる予定

です。 

私からは以上です。 

 

瀧澤教育長 

生涯学習課お願いします。 

 

佐々木生涯学習課長 

今後の予定についてご説明いたします。 

先ず 1番 4月 25日、第 1回生涯学習推進本部会議でございます。振興計画の後期計画等に

ついて検討することになっております。 

それから 4 番 4 月 27 日、日曜日、としょかんこどもまつり、10 時から 14 時 30 分までの

予定です。 

4月 23日から 5月 12日までのこども読書週間に合わせまして、「Let'ｓ 理科読 mini」「ク

イズ」「絵本とおもちゃであそぼう」「しかけ絵本の展示」などを行うこととなっております。 

16番、5月 20日令和 7年度「少年の主張」名取市代表者選考会でございます。 

19 番、5 月 22 日第 1 回地域学校協働活動研修会で、これは 15 時から文化会館小ホールで

行います。コーディネーター担当を中心に巡回しまして、事業の実践者、市町村の実践者の

方などによる講話などを聴く予定となっております。 

生涯学習課は以上です。 

 

瀧澤教育長 

文化スポーツ課お願いします。 

 

堀籠文化・スポーツ課長 

主なものを 2点ご説明いたします。 

4ページの 14番、及び、5ページの 20番になります。 

令和 7 年度市内歴史スポットめぐりについてです。こちらは 5 月 17 日と 24 日に、令和 7

年度、市内歴史スポットめぐりが開催されます。こちらのほうのイベントにつきましては、

雷神山古墳など、名取を代表とする魅力的な歴史スポットを資料館の職員の解説を聞きなが

ら、バスでめぐる内容となっております。定員はそれぞれ 20名となっております。 

続きまして、5ページの 25番、生き生きスポーツクラブについてです。5月 28日を 1回目

として、11月 12日までに全部で 10回開催する予定となっております。体力測定やヨガ、リ

ズム体操のほかにニュースポーツを取り入れる予定となっております。参加される方が楽し

みながら健康づくりや仲間づくりに興味を持っていただけるよう、参加者の声を聞きながら

柔軟に実施する内容にしていきたいと考えております。 

文化・スポーツ課は以上です。 
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瀧澤教育長 

市史編さん室お願いします。 

 

林市史編さん室長 

市史編さん室からは特にございません。 

 

瀧澤教育長 

それではただいま説明した行事予定について、委員の皆様からご質疑等があればお願いい

たします。 

  長澤委員。 

 

長澤委員 

報告のところですが、今年度の全国学力テスト、特に理科の CBTは滞りなく行えたのでしょ

うか。 

 

瀧澤教育長 

学校教育課長。 

 

髙橋理事兼学校教育課長事務取扱 

今回はオンラインでということで、事前に日程が重ならないように調整をした結果、どの

学校も滞りなく実施できたということでございました。 

 

瀧澤教育長 

なお、今年度予算でネットを増強する予定ですので、それが終わればそれ程ストレスなく

実施できると思います。段階的に来年度、再来年度あたりから、オンライン中心で実施する

ということですので、ちょっと心配をしていましたが無事終了いたしました。 

長澤委員よろしいですか。 

 

長澤委員 

はい、ありがとうございました。 

 

瀧澤教育長 

そのほか、ご質疑等があればお願いいたします。 

  荒井委員。 

 

荒井教育長職務代行委員 

細かいことですが、18番と 19番の間の番号に誤りがあります。 

  また、14番での記載が 5日 17日になっています。 
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  そのほか、24番の曜日に誤りがあります。 

 

瀧澤教育長 

事務局から、今の指摘箇所についてまとめて説明をお願いします。 

 

郷内教育部企画員兼教育総務課長補佐 

ただ今ご指摘いただいた箇所ですが、4 ページの下から 2 段目、35 番の表記となっており

ますが、正しくは 19番となります。それ以降は、1つずつ番号がずれる恰好になります。 

同じく 4 ページ 14 番になりますが 5 月 17 日と表記するところを 5 日 17 日の表記になっ

ておりますので、日を月に修正をお願いいたします。 

続いて 5 ページ、24 番 5 月 28 日、月曜日という表記になっておりますが水曜日への修正

をお願いいたします。 

以上です。 

 

瀧澤教育長 

申し訳ございませんでした。 

そのほか、ご質疑等はないでしょうか。 

布田委員。 

 

布田委員 

14番と 20番の市内歴史スポットめぐりは、どれくらい申込みが来ているのでしょうか。 

 

瀧澤教育長 

文化スポーツ課。 

 

堀籠文化・スポーツ課長 

申込みにつきましては 5月 3日からとしておりますので、これからになります。 

 

布田委員 

ありがとうございました。 

 

瀧澤教育長 

ただ、これまでの歴史スポットめぐりを見るとかなり人気があり、定員程の人数が集まっ

ているというように聞いています。これについて次回の 5 月の定例会の時の報告で、どのく

らいの参加者があったかも併せて報告をしていただければと思います。 

布田委員、よろしいですか。 
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布田委員 

はい。 

 

瀧澤教育長 

そのほか何かご質疑等はないでしょうか。 

よろしいでしょうか。それでは、なければ、承認といたします。 

次に日程第 4、専決事務報告に入ります。 

初めに専決事務報告（1）名取市屋外体育施設管理要綱の一部を改正する告示の制定につい

てを議題といたします。 

教育部長から説明をお願いいたします。    

 

山家教育部長 

では専決事務報告（1）です。 

議案書 6ページと別冊資料、専決事務報告（1）資料となります。 

本件は、屋外体育施設の一つである高舘河川グラウンドの受付などの使用許可事務につい

て、これまで業務を委託していた熊野堂町内会連合会から、高齢化等で業務継続が困難との

申し出がございました。これを受け、使用許可事務を高舘公民館へ移管するために必要な改

正を行うものです。 

専決事務報告（1）資料の 2 ページをご覧ください。【別記１】改正案（新）の表となりま

すが、高舘公民館長が管理者となる施設に高舘河川グラウンドが追加となるものです。 

この告示は「名取市教育委員会教育長に対する事務委任規則第４条第１項」の規定に基づ

き、3月 31日付けで専決処分し、4月 1日から施行するもので、「同条第２項」の規定により

報告するものです。 

私からの説明は以上となります。あとは、担当課からお願いします。 

 

瀧澤教育長 

文化・スポーツ課。 

 

堀籠文化・スポーツ課長 

はい、補足といたしまして、使用許可事務以外の業務、例えばグラウンド整備等につきま

しては、今後、文化・スポーツ課の方で行う予定となっております。 

以上です。 

 

瀧澤教育長 

それではただいま説明があった内容について、ご質疑等があればお願いいたします。 

特によろしいでしょうか。 

荒井委員。 
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荒井教育長職務代行委員 

高舘グラウンドは、場所は何処ですか。 

 

山家教育部長 

  高舘公民館の目の前になります。 

 

瀧澤教育長 

支援学校があり、高舘公民館があり、そんなに広くないですが、ゲートボール場とかがあ

るところです。あそこをグラウンドとして使用しているのは、ゲートボールなどで、野球や

サッカーがやれる程の広さはありません。 

 

荒井教育長職務代行委員 

分かりました。ありがとうございます。 

 

瀧澤教育長 

そのほか何かないでしょうか。 

なければ、専決事務報告（1）については、報告どおり承認したいと思いますがご異議ござ

いませんでしょうか。 

 

全委員 

 なし 

 

瀧澤教育長 

異議がないものと認め、専決の報告（1）名取市屋外体育施設管理要綱の一部を改正する告

示の制定については、報告のとおり承認といたします。 

次に専決の報告（2）名取市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則の制定について

を議題といたします。 

教育部長から説明をお願いします。 

 

山家教育部長 

専決事務報告（2）ですが、議案書 7 ページと別冊資料「専決事務報告（2）資料」となり

ます。 

この規則は、専決事務報告（1）と同様に、「高舘河川グラウンド」の使用許可事務を、高舘

公民館の分掌事務とするものです。なお、今回の改正では、「高舘河川グラウンド」のほか、

これまで記載を遺漏していた「高舘グラウンド」も、併せて分掌事務に加えるものです。 

また、閖上公民館の分掌事務についても、「閖上体育館等」としていたところを、「閖上体

育館及び閖上グラウンド」と明確な表記に改めるものです。 

この規則は「名取市教育委員会教育長に対する事務委任規則第４条第１項」の規定に基づ
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き、3月 31日付けで専決処分し、4月 1日に施行したので、「同条第２項」の規定により報告

するものであります。 

私からの説明は以上となります。あとは、担当課からお願いします。 

 

瀧澤教育長 

文化スポーツ課から補足ありますか。 

 

堀籠文化・スポーツ課長 

補足等はございません。 

 

瀧澤教育長 

先程の専決事務報告とも関連いたしますけれども、ただいまの説明について、ご質疑等が

あればお願いいたします。 

洞口委員、どうぞ。 

 

洞口委員 

令和 6 年度の閖上グラウンドの利用状況というのはどの程度だったのでしょうか。どのぐ

らいの頻度で皆さんご利用になっているのでしょうか。 

 

堀籠文化・スポーツ課長 

大変申し訳ございません。手元に資料がありません。 

 

瀧澤教育長 

私も数字などはっきりした使用頻度までは分からないですが、スポーツ少年団等でかなり

使われているということは聞いています。 

閖上グラウンドや体育施設の利用状況については、次回の定例会の時に、委員の皆様に資

料を提供していただければと思います。 

ほかにございませんでしょうか。 

なければ、専決事務報告（2）については、報告どおり承認したいと思いますがご異議ござ

いませんでしょうか。 

 

 全委員 

なし 

 

瀧澤教育長 

異議がないものと認め、専決処分報告（2）名取市教育委員会行政組織規則の一部を改正す

る規則の制定については、報告のとおり承認といたします。 

次に、専決事務報告（3）名取市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令の制定につ
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いてを議題といたします。 

教育部長から説明をお願いします。 

 

山家教育部長 

   専決事務報告（3）ですが、議案書は８ページ・９ページと、また、別冊「専決事務報告（3）

資料」をご覧ください。 

   この訓令は、名取市事務決裁規程の一部が改正されることに伴い、名取市教育委員会事務

決裁規程においても同様の改正が必要となったものです。 

   専決事務報告（3）資料の 1 ページ中段の、現行（旧）の表をご覧ください。「専決事項」

の項目、「契約に関する事項」の「６ 物品の単価契約」の行をすべて削除するものです。 

   本日配付の専決事務報告（3）資料②、こちらの 5ページ、6ページをご覧ください。先ず、

6ページになりますが、「６ 物品の単価契約」網かけになっている部分を削除します。これま

で「６ 物品の単価契約」に該当していた契約については、5ページからの「契約に関する事

項」１－１から、6ページの５－２までの各項目に応じた専決区分・専決額によることと変更

になります。 

   専決事務報告（3）資料の 1ページにお戻りください。一番下となりますが、こちらは削除

でございます。ここは「７ 賃金」の欄でございましたが、欄を削除し、以下の番号を 1 つ

ずつ繰り上げます。本市において、すでに使用されていない予算区分「賃金」について、こ

れまで本規程の修正が行われていなかったことから、今回、併せて改正を行うものです。 

   この訓令は「名取市教育委員会教育長に対する事務委任規則第４条第１項」の規定に基づ

き、3月 31日付けで専決処分し、4月 1日に施行したので、「同条第２項」の規定により報告

するものであります。 

私からの説明は以上となります。 

 

瀧澤教育長 

教育総務課、補足があればお願いします。 

 

千葉教育総務課長 

特にございません。 

 

瀧澤教育長 

それでは、ただいま説明があった内容について、ご質疑等あればお願いいたします。 

よろしいでしょうか。 

 

 全委員 

   なし 
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瀧澤教育長 

異議がないものと認め、専決の報告（3）名取市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する

訓令の制定については、報告のとおり承認といたします。 

次に専決事務報告（4）名取生涯学習振興計画策定検討委員会設置要綱の一部を改正する告

示の制定についてを議題とします。 

教育部長から説明をお願いします。 

 

山家教育部長 

それでは専決事務報告（4）ですが、議案書 10ページ及び別冊の専決事務報告（4）資料と

なります。 

この告示は、令和 7 年 4 月 1 日施行の組織機構の見直しに伴い、所要の改正を行うもので

す。今回の組織機構の見直しにおいて、これまでの「クリーン対策課」が名称を改め、「環境

共創課」に変更されました。近年、市全体としての地球温暖化対策やトレイル事業など環境

施策の取組を行っておりますことから、環境に資する業務と親和性のある課の名称として改

められたものです。 

専決事務報告（4）資料の新旧対照表をご覧ください。これにより、別表（第 3条関係）に

おいて、クリーン対策課長を環境共創課長に改正するものです。 

この告示は「名取市教育委員会教育長に対する事務委任規則第４条第１項」の規定に基づ

き、3月 31日付けで専決処分し、4月 1日に施行したので、「同条第２項」の規定により報告

するものであります。 

私からの説明は以上となります。 

 

瀧澤教育長 

生涯学習課から補足があればお願いします。 

 

佐々木生涯学習課長 

特段ございません。 

 

瀧澤教育長 

ただいま説明があった内容について、ご質疑等があればお願いいたします。 

洞口委員。 

 

洞口委員 

クリーン対策課で慣れてきたので、言い辛いなっていうのが感想でございました。 

 

瀧澤教育長 

先程部長から説明があったように、課で行っている仕事の内容に合わせて名称を変更した

ということです。この名前を使っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま
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す。 

ほかよろしいでしょうか。 

それでは、なければ専決報告（4）については、報告どおり承認したいと思いますがご異議

ございませんでしょうか。 

 

全委員 

   なし 

 

瀧澤教育長 

異議がないものと認め、専決事務報告（4）名取市生涯学習振興計画策定検討委員会設置要

綱の一部を改正する告示の制定については、報告のとおり承認といたします。 

次に専決事務報告（5）名取市いじめ防止対策調査委員会委員の人事について、及び、議案

第 12 号、名取市立小学校中学校及び義務教育学校学校評議員の人事について、議案第 13 号

名取市学校運営協議会委員の人事については、人事案件でありますので、名取市教育委員会

会議規則第 7条の規定に基づき、秘密会議にしたいと思います。 

ご異議はございませんでしょうか。 

 

※ 秘密会議部分は別途調製 

 

全委員 

   なし 

 

瀧澤教育長 

本日の議案は以上となります。 

以上で本日の会議を終了いたします。 

 

 

午後 4時 05分終了 

 

 以上、会議の顛末を記録し、正当なることを証するため、ここに署名する。 

 

   令和 7年 5月 26日 

 

署名委員  荒井 龍弥     

 

 

署名委員  長澤 裕司      


